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(57)【要約】
　本明細書に開示する抽出システムは、コーヒーカート
リッジ内で高温水とコーヒーとを混合する際に使用する
運動式入口ノズルを含む。入口ノズルは、それが密封容
器の外面を貫通して密封容器の内容積部に接続されてい
る間、飲料媒体に対して選択的に回転するように構成さ
れる。入口ノズルは、少なくとも第１の流体が密封容器
の内容積部に送出されている時間の少なくとも一部分に
わたって選択的に回転するように構成される。入口ノズ
ルは、コーヒーカートリッジの内部チャンバに選択的角
度、位置及び圧力で高温水を注入して高温水と飲料媒体
との所望の流動混合物を形成する１又は２以上の流れポ
ートを含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シングルサーブ用飲料形成装置であって、
　ポンプと、
　前記ポンプに接続された飲料ヘッドと、を有し、
　前記飲料ヘッドは、受け部と、前記飲料ヘッドに接続された入口ノズルと、前記飲料ヘ
ッドに接続された出口導管を含み、
　前記受け部は、前記飲料ヘッドが第１の位置にあるとき、密封容器を前記飲料ヘッドの
受け部内に選択的に受入れるように構成され、密封容器は、外面と内容積部を含み、或る
量の飲料媒体を内容積部内に収容するように構成され、
　前記入口ノズルは、前記飲料ヘッドが第２の位置にあるとき、密封容器の外面を貫通し
て前記入口ノズルの少なくとも一部分を密封容器の内容積部に接続するように構成され、
　前記ポンプは、前記飲料ヘッドが第２の位置にある間、少なくとも第１の流体を、前記
飲料ヘッドの受け部内の密封容器の内容積部内の或る量の飲料媒体に前記入口ノズルを通
して送出するように構成され、それにより、前記シングルサーブ用飲料形成装置の作動中
、少なくとも第１の流体の少なくとも一部分と、或る量の飲料媒体の少なくとも一部分と
を含む少なくとも第２の流体が形成され、
　前記受け部は、前記飲料ヘッドが第２の位置にある間、密封容器を前記シングルサーブ
用飲料装置に対して実質的に静止させたままにするように構成され、
　前記出口導管は、飲料媒体の密封容器の内容積部に接続され、第２の流体の少なくとも
一部分を前記飲料ヘッドの外部の容器に差し向けるように構成され、
　前記入口ノズルは、密封容器の外面を貫通して密封容器の内容積部に接続されている間
、飲料媒体に対して選択的に回転するように構成され、少なくとも第１の流体が密封容器
の内容積部に送出されている時間の少なくとも一部分にわたって選択的に回転するように
構成される、シングルサーブ用飲料形成装置。
【請求項２】
　前記入口ノズルが密封容器の外面を貫通して密封容器の内容積部に接触している間、前
記入口ノズルは、選択的に振動するように構成され、前記入口ノズルの選択的な振動は、
少なくとも第１の流体が密封容器の内容積部に送出されている時間の少なくとも一部分に
わたって起こる、請求項１に記載のシングルサーブ用飲料形成装置。
【請求項３】
　前記入口ノズルの回転は、１よりも多い回転方向の回転運動を含む、請求項１に記載の
シングルサーブ用飲料形成装置。
【請求項４】
　前記入口ノズルは、更に、密封容器の外面に接続された外側シャフトと、前記外側シャ
フトに対して回転する内側プラットフォームを含む、請求項１に記載のシングルサーブ用
飲料形成装置。
【請求項５】
　前記入口ノズルは、更に、少なくとも１つの流れポートを含み、前記流れポートは、少
なくとも１つの第２の流体の形成を支援するように構成される、請求項１に記載のシング
ルサーブ用飲料作成する装置。
【請求項６】
　前記入口ノズルは、更に、少なくとも１つのチャネルを含み、前記チャネルは、前記入
口ノズルが飲料容器の内部チャンバに接続されているとき、少なくとも第１の流体を差し
向けるように構成される、請求項１に記載のシングルサーブ用飲料形成装置。
【請求項７】
　前記入口ノズルは、更に、少なくとも１つの鋸歯状部を含む、請求項１に記載のシング
ルサーブ用飲料形成装置。
【請求項８】
　更に、前記入口ノズルに接続されたコントローラを有し、前記コントローラは、前記入
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口ノズルが密封容器の外面を貫通して密封容器の内容積部と接触している間、前記入口ノ
ズルの回転速度を変化させるように構成され、少なくとも第１の流体が密封容器の内容積
部に前記少なくとも１つの流れポートを介して送出されるとき、前記入口ノズルの回転速
度を変化させるように構成される、請求項１に記載のシングルサーブ用飲料形成装置。
【請求項９】
　シングルサーブ用飲料形成装置であって、
　ポンプと、
　前記ポンプ接続された飲料ヘッドと、を有し、
　前記飲料ヘッドは、受け部と、前記飲料ヘッドに接続された入口ノズルと、前記飲料ヘ
ッドに接続された出口導管を含み、
　前記受け部は、前記飲料ヘッドが第１の位置にあるとき、密封容器を前記飲料ヘッドの
受け部内に選択的に受入れるように構成され、密封容器は、外面と内容積部を含み、或る
量の飲料媒体を内容積部内に収容するように構成され、
　前記入口ノズルは、前記飲料ヘッドが第２の位置にあるとき、密封容器の外面を貫通し
て前記入口ノズルの少なくとも一部分を密封容器の内容積部に接続するように構成され、
　前記ポンプは、前記飲料ヘッドが第２の位置にある間、少なくとも第１の流体を、前記
飲料ヘッドの受け部内の密封容器の内容積部内の或る量の飲料媒体に前記入口ノズルを通
して送出するように構成され、それにより、前記シングルサーブ用飲料形成装置の作動中
、少なくとも第１の流体の少なくとも一部分と、或る量の飲料媒体の少なくとも一部分と
を含む少なくとも第２の流体が形成され、
　前記受け部は、前記飲料ヘッドが第２の位置にある間、密封容器を前記シングルサーブ
用飲料装置に対して実質的に静止させたままにするように構成され、
　前記出口導管は、飲料媒体の密封容器の内容積部に接続され、第２の流体の少なくとも
一部分を前記飲料ヘッドの外部の容器に差し向けるように構成され、
　前記入口ノズルは、密封容器の外面を貫通して密封容器の内容積部に接続されている間
、飲料媒体に対して選択的に移動するように構成され、少なくとも第１の流体が密封容器
の内容積部に送出されている時間の少なくとも一部分にわたって選択的に移動するように
構成される、シングルサーブ用飲料形成装置。
【請求項１０】
　前記入口ノズルが密封容器の外面を貫通して密封容器の内容積部に接触している間、前
記入口ノズルは、選択的に運動するように構成され、前記入口ノズルの選択的な運動は、
選択的な回転運動、選択的な振動運動、及び選択的な傾斜運動のうちの少なくとも１つを
含み、少なくとも第１の流体が密封容器の内容積部に前記少なくとも１つの流れポートを
介して送出されている時間の少なくとも一部分にわたって起こる、請求項９に記載のシン
グルサーブ用飲料形成装置。
【請求項１１】
　前記入口ノズルの選択的な運動は、１よりも多い回転方向の回転運動を含む、請求項９
に記載のシングルサーブ用飲料形成装置。
【請求項１２】
　前記入口ノズルは、更に、密封容器の外面に接続された外側シャフトと、前記外側シャ
フトに対して回転する内側プラットフォームを含む、請求項９に記載のシングルサーブ用
飲料形成装置。
【請求項１３】
　前記入口ノズルは、更に、少なくとも１つの流れポートを含み、前記流れポートは、少
なくとも１つの第２の流体の形成を支援するように構成される、請求項９に記載のシング
ルサーブ用飲料作成する装置。
【請求項１４】
　前記入口ノズルは、更に、少なくとも１つのチャネルを含み、前記チャネルは、前記入
口ノズルが飲料容器の内部チャンバに接続されているとき、少なくとも第１の流体を差し
向けるように構成される、請求項９に記載のシングルサーブ用飲料形成装置。



(4) JP 2017-529988 A 2017.10.12

10

20

30

40

50

【請求項１５】
　前記入口ノズルは、更に、少なくとも１つの鋸歯状部を含む、請求項９に記載のシング
ルサーブ用飲料形成装置。
【請求項１６】
　更に、前記入口ノズルに接続されたコントローラを有し、前記コントローラは、前記入
口ノズルが密封容器の外面を貫通して密封容器の内容積部と接触している間、前記入口ノ
ズルの選択的な運動を変化させるように構成され、少なくとも第１の流体が密封容器の内
容積部に前記少なくとも１つの流れポートを介して送出されている時間の少なくとも一部
分にわたって、前記入口ノズルの選択的な運動を変化させるように構成される、請求項９
に記載のシングルサーブ用飲料形成装置。
【請求項１７】
　シングルサーブ用飲料形成装置であって、
　ポンプと、
　前記ポンプ接続された飲料ヘッドと、を有し、
　前記飲料ヘッドは、受け部と、前記飲料ヘッドに接続された入口ノズルと、前記飲料ヘ
ッドに接続された出口導管を含み、
　前記受け部は、前記飲料ヘッドが第１の位置にあるとき、密封容器を前記飲料ヘッドの
受け部内に選択的に受入れるように構成され、密封容器は、外面と内容積部を含み、或る
量の飲料媒体を内容積部内に収容するように構成され、
　前記入口ノズルは、前記飲料ヘッドが第２の位置にあるとき、密封容器の外面を貫通し
て前記入口ノズルの少なくとも一部分を密封容器の内容積部に接続するように構成され、
　前記ポンプは、前記飲料ヘッドが第２の位置にある間、少なくとも第１の流体を、前記
飲料ヘッドの受け部内の密封容器の内容積部内の或る量の飲料媒体に前記入口ノズルを通
して送出するように構成され、それにより、前記シングルサーブ用飲料形成装置の作動中
、少なくとも第１の流体の少なくとも一部分と、或る量の飲料媒体の少なくとも一部分と
を含む少なくとも第２の流体が形成され、
　前記受け部は、前記飲料ヘッドが第２の位置にある間、密封容器を前記シングルサーブ
用飲料装置に対して実質的に静止させたままにするように構成され、
　前記出口導管は、飲料媒体の密封容器の内容積部に接続され、第２の流体の少なくとも
一部分を前記飲料ヘッドの外部の容器に差し向けるように構成され、
　前記ポンプは、少なくとも第１の流体を前記少なくとも１つの流れポートに選択的に供
給するように構成され、それにより、前記入口ノズルが密封容器の外面を貫通して密封容
器の内容積部に接続されている間、及び、前記飲料ヘッドが第２の位置にある時間の少な
くとも一部分にわたって少なくとも第１の流体が密封容器の内容積部に送出されている時
間の少なくとも一部分にわたって、前記少なくとも１つの流れポートは、飲料媒体と接触
しながら選択的に活性化される、シングルサーブ用飲料形成装置。
【請求項１８】
　前記ポンプは、前記少なくとも１つの流れポートを通る少なくとも第１の流体を脈動さ
せるように可変的に作動される、請求項１７に記載のシングルサーブ用飲料形成装置。
【請求項１９】
　前記入口ノズルが密封容器の外面を貫通して密封容器の内容積部に接触している間、前
記入口ノズルは、選択的に運動するように構成され、前記入口ノズルの選択的な運動は、
選択的な回転運動、選択的な振動運動、及び選択的な傾斜運動のうちの少なくとも１つを
含み、少なくとも第１の流体が密封容器の内容積部に前記少なくとも１つの流れポートを
介して送出されているときに起こるように構成される、請求項１７に記載のシングルサー
ブ用飲料形成装置。
【請求項２０】
　更に、前記入口ノズルに接続されたコントローラを有し、前記コントローラは、前記入
口ノズルが密封容器の外面を貫通して密封容器の内容積部と接触している間、前記入口ノ
ズルの選択的な運動を変化させるように構成され、少なくとも第１の流体が密封容器の内
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容積部に前記少なくとも１つの流れポートを介して送出されているとき、前記入口ノズル
の選択的な運動を変化させる、請求項１７に記載のシングルサーブ用飲料形成装置。
【請求項２１】
　装置であって、
　ポンプと、
　前記ポンプに接続された受け部と、
　前記受け部と前記ポンプとの間に接続された入口ノズルと、
　前記受け部に接続された出口導管と、を有し、
　前記受け部は、スラリーを選択的に受入れるように構成され、
　前記ポンプは、少なくとも第１の溶媒を前記受け部内のスラリーに前記入口ノズルを通
して送出するように構成され、それにより、少なくとも第１の溶媒の少なくとも一部分と
、スラリーからの少なくとも１つの溶質とを含む少なくとも１つの溶液が形成され、
　前記出口導管は、溶液の少なくとも一部分を前記受け部の外部に差し向けるように構成
され、
　前記入口ノズルは、少なくとも第１の溶媒をスラリーに送出して少なくとも１つの溶質
を含む溶液を浸出させている間、選択的に運動するように構成される、装置。
【請求項２２】
　前記入口ノズルは、少なくとも第１の溶媒をスラリーに送出している間、選択的に回転
するように構成される、請求項２１に記載の装置。
【請求項２３】
　前記入口ノズルは、少なくとも第１の溶媒をスラリーに送出している間、選択的に振動
するように構成される、請求項２１に記載の装置。
【請求項２４】
　前記入口ノズルは、少なくとも第１の溶媒をスラリーに送出している間、複数の方向に
選択的に回転するように構成される、請求項２１に記載の装置。
【請求項２５】
　前記入口ノズルは、更に、外側シャフトと、内側プラットフォームを含む、請求項２１
に記載の装置。
【請求項２６】
　前記入口ノズルは、更に、少なくとも１つの流れポートを含み、前記流れポートは、少
なくとも１つの溶液の形成を支援するように構成される、請求項２１に記載の装置。
【請求項２７】
　前記入口ノズルは、更に、少なくとも１つのチャネルを含み、前記チャネルは、少なく
とも１つの溶質の抽出を制御するために、少なくとも第１の溶媒をスラリーと接触するよ
うに選択的に差し向けるように構成される、請求項２１に記載の装置。
【請求項２８】
　前記入口ノズルは、更に、少なくとも１つの鋸歯状部を含む、請求項２１に記載の装置
。
【請求項２９】
　更に、前記入口ノズルに接続されたコントローラを有し、前記コントローラは、前記入
口ノズルの運動を、スラリーの運動に影響を与えるように変化させるように構成される、
請求項２１に記載の装置。
【請求項３０】
　溶液の形成方法であって、
　受け部を含む飲料ヘッドを、第１の位置にあるときに密封容器を選択的に受入れるよう
に構成するステップと、
　入口ノズルを、前記飲料ヘッドが第２の位置にあるときに密封容器の外面に貫通させて
前記入口ノズルの少なくとも一部分を密封容器の内容積部に接続させるように構成するス
テップと、
　少なくとも第１の流体を密封容器の内容積部内の飲料媒体に前記入口ノズルを通して送
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出するステップと、
　前記入口ノズルを密封容器の外面に貫通させて密封容器の内容積部に接続させている間
、及び、前記飲料ヘッドが第２の位置にある時間の少なくとも一部分にわたって少なくと
も第１の流体を密封容器の内容積部に送出しているとき、前記入口ノズルを飲料媒体に対
して選択的に回転させるステップと、
　前記シングルサーブ用飲料形成装置の作動中、少なくとも第１の流体の少なくとも一部
分と、或る量の飲料媒体の少なくとも一部分とを含む少なくとも第２の流体を形成するス
テップと、
　出口導管を飲料媒体の密封容器の内容積部に接続させるステップと、
　第２の流体の少なくとも一部分を前記飲料ヘッドの外部の容器に前記出口導管を介して
差し向けるステップと、を含む方法。
【請求項３１】
　更に、前記入口ノズルを密封容器の外面に貫通させて密封容器の内容積部と接触させて
いる間、前記入口ノズルを選択的に運動させるように構成するステップを含み、前記入口
ノズルの選択的な運動は、選択的な振動運動及び選択的な傾斜運動のうちの少なくとも一
方を含み、少なくとも第１の流体が密封容器の内容積部に前記少なくとも１つの流れポー
トを介して送出されている時間の少なくとも一部分にわたって起こる、請求項３０に記載
の方法。
【請求項３２】
　前記入口ノズルの選択的な回転は、１つよりも多い回転方向の回転を含む、請求項３０
に記載の方法。
【請求項３３】
　前記入口ノズルは、更に、密封容器の外面に接続された外側シャフトと、前記外側シャ
フトに対して回転する内側プラットフォームを含む、請求項３０に記載の方法。
【請求項３４】
　前記入口ノズルは、更に、少なくとも１つの流れポートを含み、前記流れポートは、少
なくとも１つの第２の流体の形成を支援するように構成される、請求項３０に記載の方法
。
【請求項３５】
　更に、前記入口ノズルを密封容器の外面に貫通させて、少なくとも第１の流体を密封容
器の内容積部に送出している時間の少なくとも一部分にわたって密封容器の内容積部と接
触させている間、前記入口ノズルの選択的な運動を変化させるように、コントローラを構
成するステップを含む、請求項３０に記載の方法。
【請求項３６】
　溶質抽出装置であって、
　選択的にスラリーを収容するように構成された受け部と、
　飲料ヘッドに接続された導管と、
　前記受け部に接続された出口と、を有し、
　前記導管は、スラリーが前記受け部内に収容されている間、少なくとも１つの溶媒をス
ラリーに選択的に送出するように構成され
　前記出口は、少なくとも１つの溶媒の少なくとも一部分と、スラリーから抽出された少
なくとも１つの溶質とを含む少なくとも１つの溶液を前記受け部の外部に送出するように
構成され
　前記導管は、更に、スラリーが前記受け部内に収容されている間、少なくとも１つの溶
媒の送出又はその他によって、スラリーを撹拌するように構成される、溶質抽出装置。
【請求項３７】
　前記導管は、更に、ノズルを含み、前記ノズルを選択的に運動させることによって、ス
ラリーを少なくとも部分的に撹拌する、請求項３６に記載の溶質抽出装置。
【請求項３８】
　前記ノズルの選択的な運動は、選択的な回転運動、選択的な振動運動、及び選択的な傾
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斜運動のうちの少なくとも１つを含み、少なくとも１つの溶媒がスラリーに送出されてい
るときに起こるように構成される、請求項３７に記載の溶質抽出装置。
【請求項３９】
　更に、前記導管に接続されたコントローラを有し、前記コントローラは、少なくとも１
つの溶液に浸出される溶質の量、種類及び濃度のうちの少なくとも１つを制御するために
、前記入口ノズルの選択的な運動を変化させるように構成される、請求項３７に記載の溶
質抽出装置。
【請求項４０】
　前記コントローラは、更に、スラリーの種類に少なくとも部分的に基づいて、選択的な
運動、時間、及び選択的な運動の種類のうちの少なくとも１つを変化させるように、構成
される、請求項３９に記載の溶質抽出装置。
【請求項４１】
　装置であって、
　飲料ヘッドを有し、
　前記飲料ヘッドは、受け部と、前記受け部に接続された入口ノズルと、前記受け部に接
続された出口導管と、前記入口ノズルに接続されたプロセッサを含み、
　前記受け部は、前記飲料ヘッドが第１の位置にあるとき、或る量の飲料媒体を含むスラ
リーを前記飲料ヘッドの受け部内に選択的に受入れるように構成され、
　前記入口ノズルは、前記飲料ヘッドが第２の位置にあるとき、少なくとも１つの溶媒を
スラリーに送出するように構成され、それにより、前記装置の作動中、少なくとも１つの
溶媒の少なくとも一部分と、スラリーの１つの溶質の少なくとも一部分を含む少なくとも
１つの溶液が形成され、
　前記受け部は、更に、少なくとも１つの溶媒が少なくとも１つの溶質を抽出するのを支
援するために、スラリー及び少なくとも１つの溶媒を少なくとも第１の期間にわたって収
容するように構成され、
　前記出口導管は、少なくとも１つの溶液の少なくとも一部分を前記飲料ヘッドの外部の
容器に差し向けるように構成され、
　前記プロセッサは、前記入口ノズルがスラリーに近接している間、少なくとも１つの溶
媒がスラリーに送出されている時間の少なくとも一部分にわたって、スラリーに対する前
記入口ノズルの選択的な回転を制御する、装置。
【請求項４２】
　前記受け部は、スラリーが飲料カートリッジ内に収容されているとき、スラリーを選択
的に受入れるように構成される、請求項４１に記載の装置。
【請求項４３】
　前記受け部は、前記飲料カートリッジと接触するように構成される、請求項４２に記載
の装置。
【請求項４４】
　前記受け部は、スラリーが密封飲料カートリッジ内に収容されているとき、スラリーを
選択的に受入れるように構成される、請求項４３に記載の装置。
【請求項４５】
　前記受け部は、スラリーがフィルタを含む密封飲料カートリッジ内に収容されていると
き、スラリーを選択的に受入れるように構成される、請求項４４に記載の装置。
【請求項４６】
　前記出口ノズルは、前記飲料ヘッドが第２の位置にあるとき、前記密封飲料カートリッ
ジの内容積部と接触するように構成される、請求項４５に記載の装置。
【請求項４７】
　前記入口ノズルは、前記飲料ヘッドが第２の位置にあるとき、前記密封飲料カートリッ
ジの内容積部と接触するように構成される、請求項４６に記載の装置。
【請求項４８】
　前記飲料ヘッドは、少なくとも第１の溶媒が送出されている時間の少なくとも一部分に
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わたって、前記密封飲料カートリッジを前記装置に対して実質的に静止しているように保
持するように構成される、請求項４７に記載の装置。
【請求項４９】
　前記プロセッサは、更に、前記入口ノズルが前記密封飲料カートリッジの内容積部に接
続されている間、スラリーを撹拌するために、前記入口ノズルを運動させるように構成さ
れる、請求項４８に記載の装置。
【請求項５０】
　前記プロセッサは、前記入口ノズルが前記密封飲料カートリッジの内容積部に接続され
ている間、前記入口ノズルを運動させるように構成され、前記入口ノズルの運動によって
スラリーを撹拌させる、請求項４９に記載の装置。
【請求項５１】
　前記入口ノズルは、更に、複数の流れポートを含む、請求項５０に記載の装置。
【請求項５２】
　前記複数の流れポートは、スラリーの撹拌を支援するように前記入口ノズルの長さ方向
にずれている、請求項５１に記載の装置。
【請求項５３】
　前記プロセッサは、更に、前記入口ノズルの回転運動の速度を制御するように構成され
る、請求項５２に記載の装置。
【請求項５４】
　前記プロセッサは、前記入口ノズルがスラリーに近接している時間の一部分にわたって
のみ前記入口ノズルが回転運動するように、前記入口ノズルの回転運動の速度を制御する
ように構成される、請求項５３に記載の装置。
【請求項５５】
　前記受け部は、挽いたコーヒー豆を含むスラリーを選択的に受入れるように構成される
、請求項５４に記載の装置。
【請求項５６】
　前記入口ノズルは、水を含む少なくとも１つの溶媒をスラリーに送出するように構成さ
れる、請求項５５に記載の装置。
【請求項５７】
　前記受け部は、密封容器内に収容され且つ挽いたコーヒー豆を含むスラリーを選択的に
受入れるように構成される、請求項５６に記載の装置。
【請求項５８】
　前記飲料ヘッドは、挽いたコーヒー豆の少なくとも一部分を少なくとも１つの溶液から
分離するように構成される、請求項５７に記載の装置。
【請求項５９】
　前記入口ノズルは、高温水を含む少なくとも１つの溶媒をスラリーに送出するように構
成される、請求項５８に記載の装置。
【請求項６０】
　前記少なくとも１つの溶液は、コーヒーを含む、請求項５９に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
〔関連出願との相互参照〕
　本出願は、２０１４年１０月６日に出願された「コーヒー抽出システム及びその使用方
法」という名称の米国仮特許出願第６２／０６０，２８２号、２０１４年１０月２８日に
出願された「コーヒー抽出システム及びその使用方法」という名称の米国仮特許出願第６
２／０６９，７７２号、２０１５年３月２０日に出願された「コーヒー抽出システム及び
その使用方法」という名称の米国仮特許出願第６２／１３６，２５８号、２０１５年６月
５日に出願された「飲料抽出システム及びその使用方法」という名称の米国仮特許出願第
６２／２３０，５０８号、２０１５年６月１１日に出願された「飲料抽出システム及びそ
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の使用方法」という名称の米国仮特許出願第６２／１７４，４４３号、２０１５年７月２
７日に出願された「飲料システムにおける移動入口ノズル」という名称の米国特許出願第
１４／８１０，４２９号、２０１５年７月２７日に出願された「溶質抽出装置及び方法」
という名称の米国特許出願第１４／８１０，４４５号、２０１５年７月２７日に出願され
た「溶質抽出システムのプロセッサ制御」という名称の米国特許出願第１４／８１０，４
４８号、２０１５年７月３１日に出願された「飲料抽出圧調整装置及び方法」という名称
の米国仮特許出願第６２／１９９，９４１号、２０１５年８月７日に出願された「液体送
出システムにおける温度躍層制御」という名称の米国仮特許出願第６２／２０２，７０９
号、並びに２０１５年８月７日に出願された「帰納的流体流れ決定方法」という名称の米
国仮特許出願第６２／２０２，７５３号の利益を主張するものである。
【０００２】
　上記で認識される特許出願の開示、図及び主題の全体を、引用により本明細書に明確に
組み入れる。
【０００３】
　本開示の側面は、一般に液体形成システム及びその使用方法に関する。具体的には、本
開示は、シングルサーブ用又はマルチサーブ用コーヒーカートリッジなどを抽出するよう
に設計されたコーヒー抽出システムに関する。
【背景技術】
【０００４】
　コーヒーメーカーなどの飲料形成装置には、例えば挽いたコーヒーなどの飲料媒体のス
ラリーを含むカートリッジを用いて飲料などの溶液を形成する種類のものがある。この種
のコーヒーメーカーでは、抽出機によって水（又はその他の溶媒）を加熱して、抽出機ヘ
ッドのカートリッジ内に導入することができる。カートリッジ内のコーヒー粉（スラリー
）に水（溶媒）を注入し、コーヒー粉から溶質（例えばスラリーの可溶性部分）又はその
他の材料を抽出して溶液（例えば飲料）を形成し、この溶液をカートリッジから取り外し
て消費する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　この種のコーヒーメーカーは、カートリッジの頂部を貫通してカートリッジに比較的一
定の流れの高温水を注入する固定入口ノズルを使用する。この高温水流は、挽いたコーヒ
ー内にチャネル又はトンネルを形成して、十分に抽出されない粉の部分と過剰に抽出され
た粉の部分とが生じることにより、抽出された飲料が苦くなって嫌な後味が残ることがあ
る。コーヒーを飲む人々は、この嫌な苦味を砂糖又はクリームなどの添加物によってごま
かすことが多い。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示は、飲料システム及び／又は抽出システム、特に飲料カートリッジ（例えば、シ
ングルサーブ用カートリッジ）の内部で入口ノズルを回転、スピン又は垂直方向に往復動
させ、この移動式入口ノズルが、飲料カートリッジ内の飲料媒体の少なくとも一部分を加
湿して流動化させる水などの流体のストリーム又はスプレーを送出して抽出飲料（例えば
、１杯のコーヒー）を形成するシステムについて記載する。
【０００７】
　本開示の側面によるシングルサーブ用飲料形成装置は、ポンプと、ポンプに接続された
飲料ヘッドとを含む。飲料ヘッドは、受け部と、入口ノズルと、出口導管とを含む。受け
部は、飲料ヘッドが第１の位置にあるとき、飲料ヘッドの受け部内に密封容器を選択的に
受入れるように構成される。密封容器は、外面と内容積部とを含み、密封容器の内容積部
には飲料媒体が含まれる。
【０００８】
　入口ノズルは、ポンプに接続され、飲料ヘッドが第２の位置にあるとき、密封容器の外
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面を貫通して入口ノズルの少なくとも一部分を密封容器の内容積部に接続する。密封容器
は、飲料ヘッドが第２の位置にある間、シングルサーブ用飲料装置に対して実質的に固定
される。ポンプは、飲料ヘッドが第２の位置にある間、飲料ヘッドの受け部内の密封容器
の内容積部内の或る量の飲料媒体に入口ノズルを通して少なくとも第１の流体を送出する
ように構成され、これによって密封容器が飲料ヘッドの受け部内に存在するとき、密封容
器の内容積部内に、少なくとも第１の流体と或る量の飲料媒体とが組み合わさった少なく
とも第２の流体が形成されるようになる。
【０００９】
　出口導管は、飲料媒体の密封容器の内容積部に接続されて、第２の流体の少なくとも一
部分を外部容器などの飲料ヘッドの外部に向ける。入口ノズルは、密封容器の外面を貫通
して密封容器の内容積部に接続されている間の、少なくとも第１の流体が密封容器の内容
積部に送出されているとき、飲料ヘッドが第２の位置にある時間の少なくとも一部分にわ
たって飲料媒体に対して選択的に移動する。
【００１０】
　１つの実施形態では、入口ノズル自体が、コーヒー粉の上方で、又はコーヒー粉内に部
分的に沈んで回転又はスピンすることができる。別の実施形態では、入口ノズルが固定さ
れて中心回転シャフトを含み、この中心回転シャフトがその一端の１又は２以上のブレー
ド又はファンをスピン又は回転させて高温水とコーヒーとの流動化混合物を生成する。
【００１１】
　本開示は、溶液内に溶質を浸出させるデバイス、装置及び方法についても記載する。本
開示の側面による装置は、ポンプと、ポンプに接続された受け部とを含む。受け部は、そ
の内部にスラリーを選択的に受入れるように構成される。装置は、受け部とポンプとの間
に接続された入口ノズルをさらに含む。ポンプは、入口ノズルを通して受け部内のスラリ
ーに少なくとも第１の溶媒を送出するように構成され、これによって少なくとも第１の溶
媒の少なくとも一部分と、スラリーからの少なくとも１つの溶質とを含む少なくとも１つ
の溶液が生成されるようになる。装置は、受け部に接続して溶液の少なくとも一部分を受
け部の外部に向けるように構成された出口導管をさらに含み、入口ノズルは、スラリーに
少なくとも第１の溶媒を送出して少なくとも１つの溶質を含む溶液を浸出させている間に
選択的に移動するように構成される。
【００１２】
　本開示の側面による方法は、受け部を含む飲料ヘッドが第１の位置にあるとき、飲料ヘ
ッドを、密封容器を選択的に受入れるように構成するステップと、飲料ヘッドが第２の位
置にあるとき、入口ノズルを、密封容器の外面を貫通するように構成して、入口ノズルの
少なくとも一部分を密封容器の内容積部に接続させるステップと、入口ノズルを通して密
封容器の内容積部内の飲料媒体に少なくとも第１の流体を送出するステップと、入口ノズ
ルが密封容器の外面を貫通して密封容器の内容積部に接続されている間の、飲料ヘッドが
第２の位置にある時間の少なくとも一部分にわたって少なくとも第１の流体が密封容器の
内容積部に送出されているとき、入口ノズルを飲料媒体に対して選択的に回転させるステ
ップとを含む。この方法は、シングルサーブ用飲料形成装置の作動中、少なくとも第１の
流体の少なくとも一部分と、或る量の飲料媒体の少なくとも一部分とを含む少なくとも第
２の流体を形成するステップと、飲料媒体の密封容器の内容積部に出口導管を接続するス
テップと、出口導管を介して第２の流体の少なくとも一部分を飲料ヘッドの外部の容器に
差し向けるステップとをさらに含む。
【００１３】
　本開示の側面による溶質抽出装置は、選択的にスラリーを含むように構成された受け部
と、飲料ヘッドに接続され、スラリーが受け部内に収容されている間、スラリーに少なく
とも１つの溶媒を選択的に送出するように構成された導管と、受け部に接続され、少なく
とも１つの溶媒の少なくとも一部分と、スラリーから抽出された少なくとも１つの溶質と
を含む少なくとも１つの溶液を受け部の外部に送出するように構成された出口とを含み、
導管は、スラリーが受け部内に収容されている間、少なくとも１つの溶媒の送出又はその
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他を介してスラリーを撹拌するようにさらに構成される。
【００１４】
　このような装置、デバイス及び方法は、スラリーに少なくとも第１の溶媒を送出してい
る間に選択的に回転するように構成された入口ノズル、スラリーに少なくとも第１の溶媒
を送出している間に選択的に振動するように構成された入口ノズル、及び／又はスラリー
に少なくとも第１の溶媒を送出している間に複数の方向に選択的に回転するように構成さ
れた入口ノズルを任意に含むことができる。このような装置、デバイス及び方法は、外側
シャフトと、内側プラットフォームと、少なくとも１つの流れポートとを含む入口ノズル
を任意に含むことができ、少なくとも１つの流れポートは、少なくとも１つの溶液、少な
くとも第１の溶媒をスラリーと接触するように選択的に導いて少なくとも１つの溶質の抽
出を制御するように構成された少なくとも１つのチャネル、及び／又は少なくとも１つの
鋸歯状部の形成を支援するように構成される。これらの装置、デバイス及び方法は、入口
ノズルに接続されて、入口ノズルの運動を変化させてスラリーの運動に影響を与えるよう
に構成されたコントローラをさらに含むこともできる。
【００１５】
　本開示の側面によるデバイスは、飲料ヘッドと、プロセッサとを含む。飲料ヘッドは、
受け部と、入口ノズルと、出口導管とをさらに含む。受け部は、飲料ヘッドが第１の位置
にあるとき、飲料ヘッドの受け部内にスラリーを選択的に受入れるように構成される。ス
ラリーは或る量の飲料媒体を含む。入口ノズルは、受け部に接続され、飲料ヘッドが第２
の位置にあるとき、スラリーに少なくとも１つの溶媒を送出するように構成され、これに
よってデバイスの作動中、少なくとも１つの溶媒の少なくとも一部分と、スラリーの少な
くとも１つの溶質の少なくとも一部分とを含む少なくとも１つの溶液が形成されるように
なる。受け部は、少なくとも第１の期間にわたってスラリー及び少なくとも１つの溶媒を
含んで、少なくとも１つの溶媒が少なくとも１つの溶質を抽出するのを支援するようにさ
らに構成される。出口導管は、受け部に接続され、少なくとも１つの溶液の少なくとも一
部分を飲料ヘッドの外部の容器に向けるように構成される。プロセッサは、入口ノズルに
接続され、少なくとも１つの溶媒がスラリーに送出されている時間の少なくとも一部分に
わたって入口ノズルがスラリーに近接している間、スラリーに対する入口ノズルの選択的
回転を制御する。
【００１６】
　上記の概要では、以下の詳細な説明をさらに良く理解できるように、本開示のいくつか
の特徴及び技術的利点をかなり大まかに概説した。本開示のさらなる特徴及び利点につい
ては以下で説明する。当業者であれば、本開示の同じ目的を遂行する他の構造の修正又は
設計の基礎として本開示を容易に利用することができると理解するはずである。また、当
業者であれば、このような同等の構成が、添付の特許請求の範囲に示す本開示の教示から
逸脱しないことも理解するはずである。以下の説明を添付図と併せて検討すれば、本開示
の特徴と考えられる新規の特徴が、その機構及び作動方法、並びにさらなる目的及び利点
に関してさらに良く理解されるであろう。しかしながら、各図は例示及び説明目的で示す
ものにすぎず、本開示を限定する定義として意図するものではないと明確に理解すべきで
ある。
【００１７】
　以下、本開示をより完全に理解できるように、添付図面と共に以下の説明を参照する。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本開示の側面による、飲料抽出機の一実施形態の斜視図である。
【図２】本開示の側面による、開位置にある抽出機ヘッドの蓋を示す飲料抽出機の実施形
態の斜視図である。
【図３】入口ノズルの回転運動又はスピン運動をさらに示す、図２の円６に沿って切り取
った抽出機ヘッドの拡大正面図である。
【図４Ａ】本開示の側面における飲料抽出機と共に使用できる飲料カートリッジを示す図



(12) JP 2017-529988 A 2017.10.12

10

20

30

40

50

である。
【図４Ｂ】本開示の側面における飲料抽出機と共に使用できる飲料カートリッジを示す図
である。
【図４Ｃ】本開示の側面における飲料抽出機と共に使用できる飲料カートリッジを示す図
である。
【図５】本開示の側面による、図２の線７－７における抽出機ヘッドの断面図である。
【図６】本開示の側面による、入口ノズルを回転させるモータを示す抽出機ヘッドの平面
図である。
【図７】本開示の側面による入口ノズルの断面図である。
【図８】本開示の側面による入口ノズルの断面図である。
【図９】本開示の側面による入口ノズルの断面図である。
【図１０】本開示の側面による入口ノズルの断面図である。
【図１１】本開示の側面による入口ノズルの断面図である。
【図１２】本開示の側面による入口ノズルの断面図である。
【図１３】本開示の側面による入口ノズルの断面図である。
【図１４】本開示の側面による入口ノズルの断面図である。
【図１５】本開示の側面による入口ノズルの断面図である。
【図１６】本開示の側面による入口ノズルの断面図である。
【図１７】本開示の側面による抽出機ヘッドの断面図である。
【図１８】本開示の側面による飲料抽出機のブロック図である。
【図１９】本開示の実施形態に使用される可能なステップを示すフロー図である。
【図２０】本開示の側面による入口ノズルを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　添付図面に関連して以下に示す詳細な説明は、様々な構成を説明するものとして意図さ
れており、本明細書で説明する概念を実施できる構成のみを示すものではない。詳細な説
明は、様々な概念を完全に理解できるように具体的な詳細を含む。しかしながら、当業者
には、これらの具体的な詳細を伴わずにこれらの概念を実施できることが明らかであろう
。場合によっては、このような概念を曖昧にしないように、既知の構造及び構成要素につ
いてはブロック図の形で示している。本明細書における「及び／又は（ａｎｄ／ｏｒ）」
という用語の使用は、「包括的ＯＲ」を示すように意図されており、「又は（ｏｒ）」と
いう用語の使用は、「排他的ＯＲ」を示すように意図されている。
【００２０】
〔シングルサーブ用抽出システムの概観〕
　図１は、本開示の側面による、飲料抽出機の一実施形態の斜視図である。
【００２１】
　図１及び図２に示す飲料抽出機１０は、シングルサーブ用コーヒーカートリッジなどの
容器式飲料カートリッジと共に使用するように設計される。飲料抽出機１０は、全体的に
直立したハウジング１２を含み、ハウジング１２は、外向きに広がる（飲料ヘッドとも呼
ばれる）抽出機ヘッド１６の概ね下方に位置する外側に広がる基部又はプラテン１４を底
部に有する。
【００２２】
　プラテン１４と抽出機ヘッド１６（本明細書では「抽出ヘッド１６」又は「飲料ヘッド
１６」とも呼ぶ）との間の垂直方向距離は、飲料抽出機１０からの飲料が送出されるコー
ヒーマグ又はその他の外部容器を適切に収容することができる。本開示のいくつかの側面
では、外部容器は、少なくとも６オンス（１７０．１ｇ）の飲料を保持することができ、
場合によっては１０オンス（２８３．５ｇ）又はそれよりも多くの飲料を保持することが
できる。ハウジング１２は、重力送出型及び／又はその他の型の一方の側の水リザーバ２
０と、外側シェル２２とを有する後部ハウジング１８をさらに含み、外側シェル２２は、
例えば水リザーバ２０と抽出機ヘッド１６との間の導管システムを含む抽出機１０の内部
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特徴部を収容又は保護する。一般に、飲料抽出機１０のハウジング１２内のこのような特
徴部は、リザーバ２０（又はその他の供給源）から抽出機ヘッド１６、及び／又は飲料抽
出機１０の外部の容器に流体を送出するために、流体導管システム、ポンプ及び／又は加
熱素子を含む。
【００２３】
　図２は、本開示の側面による、（本明細書では、第１の位置、第２の位置及び／又はア
クセス位置とも呼ぶ）開位置にある抽出機ヘッドの蓋を示す飲料抽出機の斜視図である。
図２に示すように、抽出機ヘッド１６は、静止した下側支持部材２４と、下側支持部材２
４に対してヒンジ２８を中心に枢動する移動可能な上側部材又は蓋２６とを含むクラムシ
ェル構造とすることができる。本開示の範囲は、下側支持部材２４及び蓋２６がいずれも
移動可能な実施形態、又は静止した蓋２６に対して下側支持部材２４が移動可能な実施形
態も含む。また、下側支持部材２４及び／又は蓋２６は、飲料抽出機１０内の共通のヒン
ジ２８、或いは別個のヒンジ又は地点を中心に枢動又は回転する。
【００２４】
　下側支持部材２４及び蓋２６は、それらの間に抽出チャンバを形成し、抽出チャンバは
、抽出サイクル（調製サイクルとしても知られている）中に選択的に開閉して、抽出機ヘ
ッド１６の受け部３０内に飲料カートリッジ３２を選択的に保持する。飲料カートリッジ
３２は、以下に限定されるわけではないが、様々な種類のコーヒー、エスプッソ、お茶、
ホットチョコレート、レモネード及びその他の果物ベースの飲料、ソーダなどの炭酸飲料
、スープ及びその他の流動食などを形成するために使用される液体及び／又は飲料媒体を
含む、当該技術で既知の任意の液体媒体を含むことができる。
【００２５】
　この点、図１には、抽出機ヘッド１６が閉位置又はロック位置（本明細書では、抽出位
置、第１の位置及び／又は第２の位置とも呼ぶ）にあるように下側支持部材２４に係合し
た蓋２６を示している。顎部ロック１７６は、抽出機ヘッド１６又はその付近に存在し且
つ手動操作できるように構成された外部的にアクセス可能な解除ボタン１７２を含む。抽
出機ヘッド１６を開くには、ユーザが解除ボタン１７２を押し、又は別の仕方で作動させ
る。抽出機ヘッド１６が図１に示す閉位置にあるとき、解除ボタン１７２を作動させると
顎部ロック１７６が選択的に解放される。解除ボタン１７２が押されると、抽出機ヘッド
１６が調製サイクル中又はその開放を防ぐ他の作動モード中でない限り、蓋２６が下側支
持部材２４から離れて枢動して受け部３０にアクセスできるようになる。図２に示す位置
では、ユーザが飲料カートリッジ３２を選択的に挿入又は取出すことができる。
【００２６】
　抽出機ヘッド１６を閉じるには、ユーザが再び解除ボタン１７２を作動させ、及び／又
は蓋２６を押して下側支持部材２４に近付ける。飲料抽出機１０が受け部３０内の飲料カ
ートリッジ３２を感知した場合、或いはユーザが蓋２６の閉鎖及び／又は調製サイクルを
開始すると、抽出サイクル及び／又は調製サイクル中に顎部ロック１７６が選択的にロッ
クして、飲料抽出機１０によって送出される任意の液体がプラテン１４に近接して位置す
る受け部の外部に送出されるのを防ぐ。この点、下側支持部材２４と顎部ロック１７６と
が接触すると、抽出機ヘッド１６は、図１に示すような閉じた状態に選択的に保持される
。
【００２７】
　飲料抽出機１０は、抽出機ヘッド１６内に示すように蓋２６の下面から概ね下向きに延
びる入口ノズル４４も含む。入口ノズル４４は、乱流状又は層流状の高温水及び蒸気、水
又は牛乳などの液体、或いは他の気体、及び／又は流体又は半流体の形の他の液体などの
少なくとも第１の流体を入口ノズル４４を介して飲料カートリッジ３２に注入する、例え
ばポンプ１３４などの導管システムに流体連通などの形で接続される。入口ノズル４４は
、本明細書では入口ノズル４４と呼ぶが、針、棘、吐出口、差込口、ジェット、突起、ス
パイク、及び／又は飲料媒体７８に少なくとも第１の流体を送出するその他の注入手段と
することもできる。
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【００２８】
〔飲料形成のための調製サイクル〕
　図３は、本開示の側面における入口ノズルの回転運動又はスピン運動をさらに示す、図
２の円６に沿って切り取った抽出機ヘッドの拡大正面図である。
【００２９】
　上述したように、抽出サイクル（調製サイクルとも呼ばれる）に備えて飲料抽出機１０
を準備するには、蓋２６を（図１に示す）閉位置から（図２に示す）開位置に移動する。
開位置又は第１の位置では、飲料カートリッジ３２を受け部３０に挿入し、及び／又は受
け部３０から取出すことができる。受け部３０は、抽出機ヘッド１６が図２に示す開位置
にあるとき、抽出機ヘッド１６の受け部３０内に飲料カートリッジ３２を選択的に受け取
り及び受入れるように構成される。飲料カートリッジ３２は、一般に外面と、内容積部又
はチャンバとを含む密封容器を含むが、非密封容器を含むこともできる。飲料カートリッ
ジ３２の内容積部には、コーヒー、お茶、スープ、チョコレートなどの飲料媒体７８が含
まれる。
【００３０】
　飲料抽出機１０の蓋２４は、受け部３０上に少なくとも部分的に滑り嵌め挿入されて受
け部３０との間に飲料カートリッジ３２を封入して保持するサイズの直径を有する封入キ
ャップ４６を含む。従って、抽出機ヘッド１６が閉位置にある間は、飲料カートリッジ３
２を飲料抽出機１０装置に対して実質的に固定位置に保持することができるが、飲料カー
トリッジ３２は、他の手段を介して実質的に固定位置に保持することも、及び／又は非固
定状態とすることもできると理解されたい。
【００３１】
　図４Ａ～図４Ｃに、本開示の側面における飲料抽出機と共に使用できる飲料カートリッ
ジを示す。
【００３２】
　飲料カートリッジ３２などの飲料カートリッジは、本開示によるシステム及び方法の作
動にとって必須ではないと理解されたい。本開示の側面では、飲料カートリッジ３２を使
用することができる。さらに、本発明の実施形態では、ソフトポッド、液体媒体（例えば
、コーヒー粉）を含む密封又は非密封パケット、ティーバッグ、粉末又は葉などの他の種
類の容器又は非収容媒体を使用することもできる。飲料カートリッジ３２は、飲料の抽出
又は形成を容易にすることできる。飲料カートリッジ３２は、外面４８及び内部チャンバ
５０を含むことができる。飲料カートリッジ３２の（本明細書では内容積部とも呼ぶ）内
部チャンバ５０内には、飲料媒体７８を収容又は別の仕方で配置することができる。飲料
カートリッジ３２の内部チャンバ５０には、最終的な飲料又は液体内には望ましくない飲
料媒体７８の一部とすることができるコーヒー粉、茶葉などを濾過するフィルタなどの他
の特徴を含めることもできる。
【００３３】
　図４Ａには、開いた又は露出した内部チャンバ５０を示す。図４Ｂに示すように、飲料
カートリッジ３２はカバー４９を含むこともできる。カバー４９は、内部チャンバ５０内
の飲料媒体７８を汚染する可能性のある外部環境から飲料カートリッジ３２を密封するホ
イル又はその他の材料を含むことができる。従って、飲料カートリッジ３２は、内部チャ
ンバ５０にアクセスするための１又は２以上の入口点が形成されるまで、空気、水又はそ
の他の外的危険要因に対して密封することができる。カバー４９及び／又は１又は２以上
の密封された内部チャンバ５０を含むような飲料カートリッジ３２は、針又は入口ノズル
４４などの他の器具を用いて飲料カートリッジ３２の（単複の）内部チャンバ５０の内部
に、及び／又は内部チャンバ５０から外部に流体を向けることができる。飲料カートリッ
ジ３２は、本明細書では鉛直高さとも呼ぶ高さ５１も含む。なお、飲料カートリッジ３２
は密封容器であるが、多くの異なる種類のカートリッジ及び／又は媒体を使用することが
できると理解されたい。
【００３４】
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　図４Ｃには、入口ノズル４４及び／又は出口導管４００によって飲料カートリッジ３２
にアクセスする本開示の側面を示す。出口導管４００は、抽出機ヘッド１６に接続され、
抽出機ヘッド１６が特定の位置に存在する時には飲料カートリッジ３２に選択的に接続さ
れる。出口導管４００は、先端部４０２を含むことができ、蓋２６が矢印４０４によって
示すように下側支持部材２４に向かって下向きに押され、又は別の仕方で閉じると、飲料
カートリッジ３２が先端部４０２に押し付けられ、出口導管４００は、この時点で飲料カ
ートリッジ３２の内部チャンバ５０にアクセスすることができる。或いは、ユーザが抽出
機ヘッドの受け部３０内に飲料カートリッジ３２を配置した時点で飲料カートリッジ３２
が先端部４０２上に押し付けられるようにすることもできる。当業者であれば理解するよ
うに多くの異なる実施形態が可能であり、本発明による出口導管が先端部４０２の有無に
関わらず飲料カートリッジ内の媒体などの媒体にアクセスできるようにすることも検討さ
れる。
【００３５】
　蓋２６は、入口ノズル４４が飲料媒体７８に近接して配置されるように、いくつかの実
施形態では飲料カートリッジ３２の高さ５１よりも下方に配置されるように、下側支持部
材２４に向かって下向きに押すことができる。本開示による１つのこのようなシステム及
び方法では、蓋２６が、下側支持部材２４に向かって下向きに押され及び／又は閉じられ
ると、例えば図１に示すようにロックされ、及び／又は下側支持部材２４に対して別の仕
方で密封されるようになる。飲料カートリッジ３２を使用せずに、飲料媒体７８がソフト
ポッド、バッグ、フィルタ又はその他の装置に収容される実施形態では、入口ノズル４４
を飲料媒体７８に近接して配置して、流れポート７４からの流体を飲料媒体７８の方に向
けることができる。飲料カートリッジ３２がカバー４９を含む実施形態では、入口ノズル
４４が飲料カートリッジ３２のカバー４９又は外面４８の別の部分のいずれかを貫通する
ことにより、流れポート７４が飲料カートリッジ３２の内部チャンバ５０にアクセスでき
るようにすることができる。飲料カートリッジ３２が、例えばカバー４９を含まずに開い
ている場合、或いは飲料カートリッジ３２の破壊又は穿刺を伴わずに入口ノズル４４が飲
料媒体に別の仕方でアクセスできる場合には、入口ノズル４４を飲料カートリッジ３２内
の飲料媒体７８に近接して配置することができる。入口ノズル４４を飲料媒体７８に近接
して配置することは、飲料カートリッジ３２に飲料媒体７８が含まれているかどうかに関
わらず、入口ノズル４４を部分的に又は完全に飲料媒体７８に埋没させること、並びに飲
料媒体７８の頂部よりも上方及び／又はその付近に維持することを含む。本開示の側面で
は、入口ノズル４４が、飲料カートリッジ３２のカバー４９などを、飲料カートリッジ３
２のほぼ中心線４０６上で貫通するが、他の実施形態では、入口ノズル４４が、飲料カー
トリッジ３２の外面４８の中心から外れた位置又はその他の位置を穿刺することもできる
と理解されたい。入口ノズル４４は、内部チャンバ５０に接続しながら所望の時点で矢印
４０８で示すように回転することができる。このような状況では、入口ノズル４４及び飲
料カートリッジ３２の両方が移動すると、飲料カートリッジ３２からの流体が出口導管４
００以外のどこかに向けられてしまうので、飲料カートリッジは、飲料抽出機１０に対し
て実質的に固定することができる。しかしながら、他の実施形態では、入口ノズル４４及
び飲料カートリッジ３２の両方を、例えば同時に移動させることが望ましい場合もある。
多くの応用では、飲料カートリッジからの流体を出口導管４００以外のどこかに送出する
ことは望ましくなない。
【００３６】
〔飲料抽出機の作動〕
　図５は、本開示の側面における、図２の線７－７に沿う抽出機ヘッドの断面図である。
【００３７】
　図５には、飲料抽出機１０における、例えば水、蒸気などの内部流体の、抽出機ヘッド
１６、入口ノズル４４及び複数の流れポート７４を通過して容器型飲料カートリッジ３２
の内部チャンバ５０内に至る流路の少なくとも一部分を示す。図４Ｃに関して説明したよ
うに、蓋２６が図１に示す閉位置に枢動すると、入口ノズル４４は、これに対応して飲料
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カートリッジ３２の外面４８を穿刺又は別の仕方で通過する位置に移動し、飲料カートリ
ッジ３２の飲料媒体で満たされた内部チャンバ５０内に下向きに延びる。
【００３８】
　抽出機ヘッド１６が閉位置にある場合、入口ノズル４４は、密封容器の内容積部に流体
が送出されている時間の少なくとも一部分にわたり、或いは飲料抽出機１０が閉位置にあ
る時間の少なくとも一部分にわたり、入口ノズル４４に接続されたモータ５２又はその他
の手段によって回転することができる。同じ又は異なるモータ又は手段により、入口ノズ
ル４４を飲料カートリッジ３２及び／又は飲料媒体７８に対して選択的に垂直方向に移動
させ、又は位置付けることもできる。
【００３９】
　本開示の側面による入口ノズル４４は、入口ノズル４４が飲料カートリッジ３２内に進
入できるように表面４８を力で貫通する、尖っていない又は丸いノーズ５４を含むことが
できる。入口ノズル４４のノーズは、外面４８の貫通が容易になるように、入口ノズル４
４上に先端部を有する鋸状の縁部などで鋭利にすることもできるが、このような実施形態
は、入口ノズル４４が図２に示すようにユーザに曝された時にユーザが負傷するリスクを
本質的に抱えているため、このような鋭利な又は鋸状の縁部はあまり望ましくない。
【００４０】
　抽出機ヘッド１６は、入口ノズル４４の外面直径の周囲にぴったりと滑り嵌めされるサ
イズの内径を含む同心状の開口部を有するガスケット５６をさらに含むことができる。ガ
スケット５６は、例えばゴム、シリコーン、その他の食品安全材料などのいずれかのシー
リング材で構成することができる。本開示の側面では、図５に、入口ノズル４４が飲料カ
ートリッジ３２内に延びることを可能にする抽出機ヘッド１６の対応する開口部６４内に
ぴったりした滑り嵌めによって受入れられるサイズの外径を含む相対的に小さな直径のネ
ック６２を有する桟部又は段部６０を形成する、一般にネック６２よりも大きなキノコ状
のヘッド５８を含むガスケット５６を示す。この点、ガスケット５６は、抽出機ヘッド１
６及び関連する高温水導管システムの内部に対して入口ノズル４４を圧力密封する。本開
示の範囲から逸脱することなく他の形状のガスケットも可能である。
【００４１】
　流体導管（本明細書では高温水導管６６とも呼ぶ）６６は、入口ノズル４４の上端部６
８で終端し、入口ノズル４４の外径をくり抜いた入口チャネル７０と概ね整列する。入口
チャネルは、上端部６８からの流体水をノーズ５４に向けて１又は２以上の流れポート７
４を介して流出させる中心シャフト７２に、例えば流体連通の形で接続される。入口チャ
ネル７０のそれぞれの側には、高温水導管６６から入口チャネル７０に流入する加圧流体
からの漏出を最小化する支援を行う２つのＯリング７６、７６’が配置される。
【００４２】
　入口チャネル７０は、調製サイクル中に高温水導管６６に接続され続け、飲料カートリ
ッジ３２内で入口ノズル４４がスピン又は回転している間にも高温水導管６６に接続され
続けることができる小径ボアとすることができる。従って、入口ノズル４４がスピン又は
回転している間に入口ノズル４４を介して飲料カートリッジ３２に送出される任意の流体
は、飲料媒体７８を本明細書で説明するように移動させることができる。従って、この構
成では、上端部６８にモータ５２が接続して抽出サイクル中に入口ノズル４４を回転又は
スピンさせることにより、飲料カートリッジ３２内の１又は２以上の流れポート７４が回
転又はスピンして、吸入ノズル３４を介して送出された流体を飲料媒体７８とさらに徹底
的に混合する。従って、調製サイクル中には、入口ノズル４４を介して送出された流体と
飲料媒体７８の一部との混合物を含む第２の流体が形成される。第２の流体は、例えばコ
ーヒー、お茶などとすることができ、この場合、飲料媒体７８からの固体（例えば、コー
ヒー粉、茶葉など）を含まず、又は限られた固体しか含まない。換言すれば、入口ノズル
４４が、飲料カートリッジ３２の内部チャンバに接続されている間に回転又は別の仕方で
移動するか否かに関わらず、飲料媒体７８は、入口ノズル４４を介して送出された流体と
混合された後に、一部が飲料カートリッジ３２内に残ることができる。本明細書では、こ
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の第２の流体を「流動混合物」と呼ぶこともできる。
【００４３】
　図５に示す本開示の実施形態には４つの流れポート７４を示しているが、入口ノズル４
４は、本開示の範囲から逸脱することなく、わずかに１つの流れポート７４しか有さない
ことも、或いは４つよりも多くの流れポート７４を有することもできる。ポート７４は、
上向きのストリーム又はスプレー及び／又は下向きのストリーム又はスプレーを含む異な
る形で飲料カートリッジ３２内に流体を注入するように構成又は別の仕方で設計すること
ができる。入口ノズル４４の回転運動、及びノズル４４からの高温水の注入流又は注入噴
霧は、飲料カートリッジ３２の内部に高温水とコーヒーの流動混合物を形成することがで
きる。従って、本明細書で説明する本開示の飲料抽出機の側面は、調整サイクル中におけ
る飲料媒体（例えば、コーヒー粉）のチャネル形成及び／又は過剰暴露を最小にするのに
役立つ。少なくともコーヒーに関しては、多くの場合シングルサーブ用コーヒー抽出機に
関連する苦味などの望ましくない香味及び／又は味がこれによって実質的に減少する。さ
らに、本開示の側面における飲料媒体７８内での入口ノズル４４の回転は、抽出されたコ
ーヒーが抽出機ヘッド１６からプラテン１４の近くの受け部（マグ、カップなど）内に小
出しされた後に、顕著なコーヒークレマの層を形成することもできる。
【００４４】
〔ノズルの回転〕
　図６は、抽出機ヘッドの平面図であり、本開示の側面による、入口ノズルを回転させる
モータを示す。
【００４５】
　図６の視点から見れば、抽出機ヘッド１６の平面図は、上部に取付けられたモータ５２
を示し、モータ５２は、入口ノズル４４（図６に示す視野の反対側に配置されている）を
３６０度にわたって一定速度で（典型的には、毎分回転数すなわちＲＰＭで測定される）
又は可変速度で（例えば、抽出サイクルの最初に開始させるときの比較的高いＲＰＭと、
抽出サイクルの終了に近い比較的低いＲＰＭ、又はこの逆）回転させるのに使用される。
変形例として、モータ５２は、入口ノズル４４を部分的にのみ（例えば、３００度）回転
させ又は枢動させ、次いで、停止して、逆回転させる（例えば、逆方向に３００度）。こ
の同一又は同様の部分回転の特徴部は、モータ５２ではなく、ソレノイド（図示せず）の
使用によって達成されてもよい。
【００４６】
　モータ５２は、高温水用導管６６の入口箇所の隣に示されている。この実施形態では、
抽出機ヘッド１６への高温水の流れは、ソレノイド８３によって調整される。図６はまた
、蓋２６の内部に結合された引張りばね４５を示しし、引張りばね４５は、顎部クリップ
３６が解放されたときに蓋２６を図１に示す閉位置から図２に示す開位置に枢動させるよ
うに付勢する。
【００４７】
　限定する訳ではないが、例えば、入口ノズル４４は、抽出サイクルにおいて可変速度で
回転してもよいし、抽出サイクルのある部分において一定速度で回転し、抽出サイクルの
別の部分において可変速度で又は異なる方向に回転してもよい。本明細書で説明するよう
に、本開示はまた、入口ノズル４４が飲料カートリッジ３２に挿入されているか否かに関
わらず、入口ノズル４４がその中心軸線を中心に回転するだけでなく、入口ノズル４４が
非中心軸線（例えば、入口ノズル４４自体から離れた軸線）を中心に往復運動、傾斜運動
、回転運動をしてもよいし、抽出機ヘッド内をその他の仕方で移動（上述した運動の組合
せを含む）をしてもよいことも想定し、それにより、入口ノズル４４からの流体を注入す
るとき、飲料媒体７８を少なくとも部分的に撹拌し、移動させ、又は別の支援を行う。入
口ノズル４４を介して送出される１又は２以上の流体と飲料媒体７８との所望の混合物を
形成するために、抽出サイクル持続期間、飲料カートリッジ３２の種類、水温又はその他
の望ましい要因に基づいて、入口ノズル４４を、移動させ、回転させ、傾斜させ、往復動
させ、振動させ、又は様々な運動の任意の組合せをさせる。
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【００４８】
　さらに、「回転」は、部分的な回転であってもよいし、異なる方向の回転又は運動であ
ってもよいし、入口ノズル４４の１又は２以上の異なる軸線の周りの、又は、飲料システ
ム１０の別の装置（例えば、モータ５２）の軸線の周りの移動であってもよい。本開示は
また、入口ノズル４４を移動させる様々な方法も想定している。図８に関して説明するよ
うに、入口ノズル４４は、モータ５２に取付けられ、従って、モータ５２を付勢させると
、入口ノズル４４は回転させられる。しかしながら、入口ノズル４４は、静止したままで
あり、飲料システムの移動する一部である別の装置に取付けられてもよい。この特定の実
施形態では、入口ノズル４４は、飲料媒体７８、内部チャンバ５０及び／又は飲料カート
リッジ３２に対して移動する。１つのこのような実施形態では、飲料カートリッジ３２は
、飲料抽出機１０に対して実質的に静止している。
【００４９】
〔入口ノズルの形態〕
　図７は、本開示の側面における入口ノズルの断面図である。
【００５０】
　図７は、加圧された流体の流れ８４を示し、かかる流体は、飲料抽出機１０の内部又は
外部のポンプ又は他の圧力源によって供給されるような高温水、蒸気又はその他の流体で
あり、入口ノズル４４の内部を通って、ノーズ５４に向かって流れる。この実施形態では
、加圧された高温水の流れ８４は、図示のように、ノーズ５４の傾斜した又は凹形の内部
と接触し、そこから１又は２以上の流れポート７４’を介してストリーム又はスプレー８
０として噴出される。これに関して、ノーズ５４の内部が、指向性の出口流れ又はスプレ
ー８０の所望の方向及び強度を得るように望む通りに形状決めされることを、当業者は容
易に認識するであろう。入口ノズル４４は、その軸線を中心に回転し又はその他の仕方で
移動し、それにより、ストリーム又はスプレー８０が飲料カートリッジ３２内の飲料媒体
７８（例えば、コーヒー粉）を流動化させ且つ回転させる。
【００５１】
　図８は、本開示の別の側面による入口ノズルの別の断面図である。
【００５２】
　図８は、入口ノズル４４のシャフトが静止し且つ流入流れ８４を上述したストリーム又
はスプレー８０に分散させるように設計された回転プラットフォーム８６を含む実施形態
を示す。この実施形態では、プラットフォーム８６は、モータ５２に結合されたシャフト
８８を含み、シャフト８８は、飲料カートリッジ３２内の飲料媒体７８と高温水との実質
的に回転式に流動化された混合物が得られるように、一定速度又は可変速度（ＲＰＭ）で
駆動される。所望であれば、プラットフォームは、ノーズ５４に結合されてもよい。プラ
ットフォーム８６は、流入流れ８４を望む通りに分散させる鋸歯状部又はその他の表面特
徴部を有するのがよい。
【００５３】
　図９は、本開示の側面による入口ノズルの別の断面図である。
【００５４】
　図９に示すように、修正されたプラットフォーム８６’は、それに取付けられ又はそれ
から延びる１又は２以上の真っ直ぐな又は傾斜したファン又はブレード９０を含み、かか
るファン又はブレード９０は、入口ノズル４４の内部を通る加圧された流体の流れ８４に
よって液圧駆動されるように構成される。この実施形態では、流体流れ８４がブレード９
０に接触し、この接触に応答して、修正されたプラットフォーム８６’をモータ５２によ
る駆動方法と同等の方法でそのシャフト８８’を中心に回転させる。この実施形態は、モ
ータ５２の設置、使用及び所要電力に伴うエネルギー及び／又はコストを節約するための
機構として採用される。
【００５５】
　図１０は、本開示の別の側面による入口ノズルの断面図である。
【００５６】
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　図１０は、４つの流れポート７４が、概ね水平方向に、且つ、入口ノズル４４の鉛直方
向長さに対して垂直に位置決めされ、互いに対向する本開示の側面を示す。図１０に示す
本開示の実施形態は、入口ノズル４４からその概ね接線方向に出るストリーム又はスプレ
ー８０を供給する。４つよりも多い又はそれよりも少ない流れポート７４を使用してもよ
い。
【００５７】
　図１１は、本開示の側面による入口ノズルの別の断面図である。
【００５８】
　図１１は、４つの流れポート７４’’’が、流体流れ８４を入口ノズル４４から鋭角で
排出する別の実施形態を示す。入口ノズルからの排出角は、図９に示す概ね接線方向の流
れ（例えば、９０度の向き）と、図１１に示す（縮尺通りではない）概ね平行に近い流れ
（例えば、５度又は１０度の程度）との間で変化してもよい。もちろん、流れポートの排
出角は、図１１に示す鋭角の逆であってもよいし、入口ノズル４４に対して任意の所望の
角度であってもよい。図１１に示すように、入口ノズル４４は、飲料カートリッジ３２内
への流入流体流れ８４の下向きストリーム又はスプレーを生成する。この場合、入口ノズ
ル４４の回転又はその他の移動により、入口ノズル４４からの排出物が飲料カートリッジ
３２の内部チャンバ５０に接触する箇所を変化させ、それにより、内部チャンバ内の飲料
媒体７８の流動化を支援する。
【００５９】
　図１２及び図１３は、本開示の様々な側面による入口ノズルの断面図である。
【００６０】
　図１２は、複数の流れポート７４’’’’が、ストリーム又はスプレー８０を流入流れ
８４に対して９０度よりも大きい角度で上向きに差し向けるように配向され、且つ、流入
流体流れ８４に対して１７０度又は１７５度で上向きに差し向けるように配向された本開
示の一実施形態を示す。ストリーム又はスプレー８０の他の角度が、本開示の範囲内で可
能である。
【００６１】
　図１３に示すように、入口ノズル４４は、流れポート７４～７４’’’’の混合を含む
こともできる。図１３に示す入口ノズル４４は、ストリーム又はスプレー８０の接線方向
外向きの流れを生じる水平流れポート７４と、流入流体流れ８４に対してストリーム又は
スプレー８０を下向きに又は鋭角で差し向ける下向き又は鋭角の流れポート７４’’’と
、流入流れ８４に対してストリーム又はスプレー８０を上向き又は鈍角で差し向ける上向
き又は鈍角の流れポート７４’’’’とを含む。当然ながら、各流れポート７４～７４’
’’’は、調製サイクル中に飲料カートリッジ３２内の飲料媒体７８を十分に混ぜ合わせ
て流動化させる所望の外向きの流体流れが得られるように、入口ノズル４４又はノーズ５
４の長さに沿って望む通りに混合及び適合させることができる。流れポート７４～７４’
’’’に送達される圧力は、一定とすることも、或いは調製サイクルの途中で変化するこ
ともできる。
【００６２】
　飲料抽出機１０は、調製サイクルの開始時にいずれかの流れポート７４～７４’’’’
が詰まるのを防ぐように、入口ノズル４４の回転又は移動前に入口ノズル４４を介して流
体流れ８４を引き込み始めることができる。いくつかの実施形態では、スクープ又は受け
部と同様に、流れポート７４～７４’’’’が、入口ノズル４４がスピンした時に飲料媒
体７８を収集するような形状及びサイズを有することがある。収集された飲料媒体７８は
、流れポート７４～７４’’’’を塞いて実質的に入口ノズル４４を塞ぎ、又は入口ノズ
ル４４から流体が適切に流出するのを別の仕方で防ぐことがある。流体流れ８４を開始す
ると、この加圧流体８４が、飲料媒体７８が流れポート７４～７４’’’’に入り込むの
を別の仕方で防ぐ出口流を構築して、飲料媒体７８が流れポート７４～７４’’’’のい
ずれか１つを塞ぐ可能性を実質的に低減又は排除することができる。同様に、飲料抽出機
１０は、流れポート７４～７４’’’’のいずれかを通じた流体流れ８４の水の流れを止



(20) JP 2017-529988 A 2017.10.12

10

20

30

40

50

める前に入口ノズル４４の回転を停止させて、調製サイクルの終了時に流れポート７４～
７４’’’’から任意の飲料媒体７８を洗い流す。いくつかの実施形態では、入口ノズル
４４からの流体流れの流出後から入口ノズル４４の運動を開始するまでの遅延を、２秒未
満の非ゼロ時間にすることができる。別の実施形態では、この時間が０．１秒～１．０秒
であり、別の実施形態では０．５秒である。同様に、いくつかの実施形態では、入口ノズ
ル４４の運動の停止と流体流れの停止との間の遅延を、２秒未満の非ゼロ時間、０．１秒
～１．０秒、及び／又は０．５秒にすることができる。状況によっては、流体流れと入口
ノズル４４の運動とを同時に開始することによってこの目標を達成することもできる。ま
た、流れポート７４～７４’’’’が飲料媒体７８の上方の位置にある時（例えば、流れ
ポート７４～７４’’’’が飲料媒体７８と接触する前）に流体流れを開始し、流れの開
始後に入口ノズル４４を移動させて飲料媒体７８と接触させ、及び／又は入口ノズル４４
を飲料媒体７８に近接する位置に移動させることが有利な場合もある。
【００６３】
　図１４は、本開示の側面による入口ノズルの別の断面図である。
【００６４】
　図１４には、細長い流れポートが１又は２以上の出口チャネル９２を形成する実施形態
を示す。図１４に示すように、とりわけ出口チャネル９２を、より広い又は開いたストリ
ーム又はスプレー８０の流れを実現するように構成することができる。細長いチャネル９
２は、飲料カートリッジ３２の（図４Ｂに示す）鉛直高さ５１を、少なければ鉛直高さ５
１の５０％だけ、多ければ鉛直高さ５１の９５％だけたどるが、５０％を下回る実施形態
及び９５％を上回る実施形態も検討される。細長いチャネル９２は、内部チャンバ５０内
に中心を有することができるが、入口ノズル４４に複数のチャネル９２が構成される場合
、チャネル９２の高さを飲料カートリッジ３２の側壁に対してずらすことも、又はチャネ
ル９２の高さを互いにずらすこともできる。図１４に示す実施形態では、入口ノズル４４
が飲料カートリッジ３２内で回転し、スピンし、又は別の仕方で移動すると、細長いチャ
ネル９２が、例えば層流状又は乱流状の高温水などの流体流れ８４をチャンバ５０内にさ
らに良好に分散させることができる。
【００６５】
　図１５は、本開示の側面による入口ノズルの別の断面図である。
【００６６】
　図１５に示すように、入口ノズル４４の流れポートは、入口ノズル４４の外周を大まか
にたどる、下向きに延びる螺旋チャネル９４の形を取ることができる。流れポート７４～
７４’’’’、細長いチャネル９２及び螺旋チャネル９４の数及び配向は、入口ノズル４
４から流出する所望のストリーム又はスプレー８０が得られるように、所与の飲料抽出機
１０内で望む通りに混合して適合させることができる。例えば、限定としてではなく、流
れポート７４～７４’’’’又はチャネル９２、９４は、所与の入口ノズル４４に沿って
ずらして配置することも、互いに向かい合わせに配置することも、或いは様々な角度で（
例えば、３０度、６０度又は９０度毎に）配置することもできる。
【００６７】
　図１６は、本開示の側面による入口ノズルを示す断面図である。
【００６８】
　図１６には、入口ノズル４４の外周に沿って配置又は別の仕方で形成された、カートリ
ッジ３２内の飲料媒体７８を攪拌するための少なくとも１つの、図１６の実施形態では複
数の鋸歯状部１７８を含む入口ノズル４４の実施形態を示す。鋸歯状部１７８は、調整サ
イクル中に飲料カートリッジ３２内の飲料媒体７８と高温水とを攪拌又は別の仕方で移動
させるパドルとして機能することが好ましい。このような鋸歯状部１７８を用いた攪拌は
、飲料媒体７８と流入流体流れ８４との流動混合を増進し、より均一な飲料媒体７８の加
湿及び／又は加熱、並びにさらに一貫した香味抽出を実現することができる。鋸歯状部１
７８は、当該技術で既知の任意の形状（例えば、長方形、三角形、半球形、ブレード形な
ど）とすることができる。さらに、鋸歯状部１７８は、入口ノズル４４の周縁部から外向
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きに延びることも、又は入口ノズル４４の周縁部に切り込むこともできる。入口ノズル４
４の周縁部は、流入流体流れ８４及び飲料媒体７８の所望の流れ、及び／又は所望の撹拌
、又は飲料媒体７８からの香味の抽出を生じるように滑らかとすることも、或いは一部の
滑らかな部分と一部の鋸歯状部とを望む通りに含むこともできる。
【００６９】
　本開示の範囲から逸脱することなく、図７～図１６に示す流れポート、チャネル及び／
又は鋸歯状部は、移動式入口ノズル４４と任意の形で組み合わせることができる。
【００７０】
〔さらなる及び／又は別のノズルの運動〕
　図１７は、本開示の側面における抽出機ヘッドの断面図である。
【００７１】
　図１７には、入口ノズル４４が、スピン及び／又は回転する代わりに、又はこれらに加
えて、垂直方向に往復動させる別の実施形態を示す。図１７に大まかに示すように、飲料
抽出機１０は、入口ノズル４４を垂直方向に往復動させる入口ノズルソレノイド１７４を
含むことができる。入口ノズル４４は、蓋２６に摺動自在に又は別の仕方で取付けられて
、一般に上方位置にばね付勢される。ソレノイド１７４は、往復動シャフト１７６を下向
きに延ばして入口ノズル４４と接触させることにより、入口ノズル４４をばねの復帰力に
抗して下向きに伸長位置に強制することができる。
【００７２】
　その後、ソレノイド１７４は、往復動シャフト１７６を後退させ、入口ノズル４４をば
ね付勢によって上方位置に戻す。飲料抽出機１０は、ソレノイド１７４を脈動させること
により、入口ノズル４４を所定の又は所望の速度で上下に移動させることができる。１つ
の実施形態では、入口ノズル４４が、米国内の電力送出に使用されている周波数であるこ
とによってソレノイド１７４を周波数源に接続するのが容易になるという理由で、６０ヘ
ルツなどの５０ヘルツ～７０ヘルツの速度で上下に移動することが好ましい。入口ノズル
４４は、本発明の範囲内の任意の速度で垂直に往復動することができ、垂直方向の往復動
の速度は、調製サイクルの途中で変化することもできる。或いは、飲料抽出機１０は、カ
ム又はその他の手段を用いて、本明細書で説明した実施形態による入口ノズル４４を垂直
方向に往復動させることもできる。別の実施形態では、入口ノズル４４が、飲料媒体７８
の撹拌又は運動を少なくとも部分的に支援するように、上述したような垂直方向の往復動
と回転とを同時に行うこともできる。実際に、本明細書で説明したような入口ノズル４４
の運動は、多くの異なる組み合わせが可能である。
【００７３】
〔飲料抽出機のプロセッサ制御〕
　図１８は、本開示の側面による飲料抽出機のブロック図である。
【００７４】
　図１８に破線で示す飲料抽出機１０は、流体源５００に接続することができる。流体源
５００は、飲料抽出機１０に含まれる及び／又は取付けられるリザーバとすることができ
るが、このような流体源は、望む通りに、家庭又は建物の上水道、濾過された上水道、二
酸化炭素（ＣＯ2）ライン、又はその他の流体源とすることもできる。さらに、飲料抽出
機１０に複数の流体源５００を接続することもできる。
【００７５】
　流体源５００には、ポンプ５０２が接続される。ポンプ５００は、飲料抽出機１０の残
りの部分に水、牛乳、ＣＯ2などの流体５０４を所望の、既知の及び／又は所定の圧力で
送出するように、飲料抽出機１０内の流体５０４に圧力をもたらすことができる。
【００７６】
　ポンプ５０２は、ヒータ５０６に接続されて、飲料カートリッジ３２への送出前に加熱
する必要がある流体５０４をヒータ５０６に送出する。ヒータ５０６は、流体５０４を望
む通りに加熱（又は任意に冷却）する。ヒータ５０６は、飲料抽出機１０によって使用さ
れる場合、加熱又は別の仕方で処理された流体５０４を入口ノズル４４に送出する。
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【００７７】
　抽出機ヘッド１６が正しい位置（すなわち、図１に示す閉位置）にある時には、入口ノ
ズル４４の少なくとも一部分が、飲料カートリッジ４４の内部チャンバ５０に接続される
。この結果、入口ノズル４４に送出された流体５０４を、飲料カートリッジ３２の内部チ
ャンバに送出することができる。
【００７８】
　飲料抽出機１０内のモータ５２及び／又は他の手段は、抽出機ヘッド１６が閉位置にあ
る時間の少なくとも一部分の間、入口ノズル４４のスピン、回転、傾斜運動、振動、往復
動、又は上述した運動などの別様の運動を引き起こす。この時、（図５及び図１６に示す
ように）動いている入口ノズル４４を介して送出された流体５０４が飲料媒体７８を移動
させて、流体５０４と飲料媒体７８との流動化及び／又は混合を支援することができる。
【００７９】
　抽出機ヘッドが閉位置にある時には、出口導管４００も飲料カートリッジ３２の内部チ
ャンバ５０に接続される。従って、流体５０４と飲料媒体７８との流動化が生じると、飲
料カートリッジ３２の内部チャンバ５０から、飲料媒体１０の外部のコーヒーマグ、グラ
ス、カップ又はその他の容器などの受け部５１０に第２の流体５０８が送出される。飲料
抽出機１０は、例えばカラフェなどの受け部５１０を含むこともできるが、多くの用途で
は、最終的に飲料抽出機１０の外部の容器が使用される。
【００８０】
　ポンプ５０２、モータ５２、ヒータ５０６、抽出機ヘッド１６、及び任意に流体源５０
０は、プロセッサ５１２に接続される。プロセッサ５１２は、内部的又は外部的にメモリ
５１４にさらに接続される。プロセッサ５１２は、ポンプ５０２、モータ５２及びヒータ
５０６のコンピュータベースの制御を行うとともに、飲料抽出機１０内の他の構成要素を
制御することができる。
【００８１】
　例えば、限定としてではなく、プロセッサ５１２は、流体源５００に接続されたセンサ
から、飲料の抽出に利用できるだけの十分な流体５０４が存在しないことを飲料抽出機１
０に示す信号又はその他の入力を受け取ることができる。この結果、プロセッサ５１２は
、飲料抽出機１０が飲料カートリッジ３２の調製サイクルを開始するのを防ぐことができ
る。
【００８２】
　さらに、プロセッサ５１２は、抽出機ヘッド１６内に存在する飲料カートリッジ３２の
特定の種類を検知することもできる。プロセッサ５１２は、飲料カートリッジ３２の種類
が分かると、ポンプ５０２、モータ５２、ヒータ５０６又は飲料抽出機１０内のその他の
構成要素に異なる入力を提供して、流体５０４と特定の飲料カートリッジ３２内の飲料媒
体とを混合する際の１又は２以上の変数を変更することができる。プロセッサ５１２は、
モータ５２の回転速度を増減させ、入口ノズル４４をさらに飲料容器３２内に挿入し、ポ
ンプ５０２及び／又はヒータ５０６に脈動型の電流又は異なる種類の電流を送出し、或い
は飲料カートリッジ３２を内部チャンバ５０内に導入する前に流体５０４の一部の経路を
変更することができる。また、プロセッサ５１２は、感知された飲料カートリッジ３２の
種類又は特定のユーザ入力に基づいて、入口ノズル４４の特定の種類の運動又は運動の組
み合わせを選択することができる。プロセッサ５１２は、プロセッサ５１２へのこれらの
及び／又はその他の入力に基づいてメモリ５１４にアクセスして、飲料抽出機１０の様々
な構成要素にこのような命令を与えることができる。
【００８３】
〔処理フロー〕
　図１９は、本開示の実施形態において使用される可能なステップを示す処理図１９００
である。
【００８４】
　ブロック１９０２は、飲料ヘッドが第１の位置にある（例えば、開いている）とき、受
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け部を含む飲料ヘッドを、密封容器を選択的に受入れるように構成するステップを示す。
ブロック１９０４は、飲料ヘッドが第２の位置にある（例えば、閉じている）とき、入口
ノズルを、密封容器の外面を貫通するように構成して、入口ノズルの少なくとも一部分を
密封容器の内容積部に接続させるステップを示す。ブロック１９０６は、飲料ヘッドが第
２の位置にある間、シングルサーブ用飲料装置に対して飲料容器を実質的に静止させたま
まにするステップを示す。ブロック１９０８は、入口ノズルを通して密封容器の内容積部
内の飲料媒体に少なくとも第１の流体を送出するステップを示す。ブロック１９１０は、
入口ノズルが密封容器の外面を貫通して密封容器の内容積部に接続されている間の、飲料
ヘッドが第２の位置にある時間の少なくとも一部分にわたって少なくとも第１の流体が密
封容器の内容積部に送出されているとき、入口ノズルを飲料媒体に対して選択的に回転さ
せるステップを示す。ブロック１９１２は、シングルサーブ用飲料形成装置の作動中、少
なくとも第１の流体の少なくとも一部分と或る量の飲料媒体の少なくとも一部分とを含む
少なくとも第２の流体を形成するステップを示す。ブロック１９１４は、飲料媒体の密封
容器の内容積部に出口導管を接続するステップを示す。ブロック１９１６は、出口導管を
介して第２の流体の少なくとも一部分を飲料ヘッドの外部の容器に差し向けるステップを
示す。
【００８５】
　図２０に、本開示の側面による入口ノズルを示す。
【００８６】
　本開示の側面では、ポンプ５０２が、特定の時点で、１種類又は２種類以上の流体とす
ることができる流体２０００を１又は２以上の導管２００２～２００８に差し向けること
ができる。限定ではなく一例として、ポンプ５０２は、第１の期間にわたって導管２００
２に流体２０００を送出した後に、導管２００２への流体２０００の送出を中止し、第２
の期間にわたる導管２００４への流体２０００の送出を開始することができる。なお、異
なる導管への流体２０００の送出が重複することもあり、例えば導管２００２への流体２
０００の送出が、例えば導管２００４などの別の導管への流体送出の開始後に終了するこ
ともあると理解されたい。流体２０００は、異なる導管２００２～２００８への流体２０
００の流れを異なる期間中に交互にし、又はずらすことによって、入口ノズル４４内のチ
ャネル２０１０～２０１６を介して選択的に流れポート７４ａ～７４ｂに送出することが
できる。流れポート７４ａは、図２０の視点からは見えない表面上に存在することを示す
ように想像線で示している。さらに、流れポート７４ｂ及び７４ｄは、ほぼ図２０の透視
平面内に存在するものとして示し、流れポート７４ｃは、図２０の透視平面に面している
ものとして示す。本開示の範囲から逸脱することなく、これより少ない又はさらなる流れ
ポート７４ａ～７４ｄが存在することもでき、流れポート７４ａ～７４ｄは、互いに、又
は入口ノズル４４に対していずれの角度、位置又は配向とすることもできる。
【００８７】
　流体２０００を１又は２以上の流れポート７４ａ～７４ｂに選択的に送出すると、流体
流れ２０１８～２０２４の順序を形成することができる。流体流れ２０１８～２０２４の
順序は、例えば第１の流体流れ２０１８、次に流体流れ２０２０、次に流体流れ２０２２
、その次に流体流れ２０２４のように（「追跡」シーケンスとも呼ばれる）逐次的とする
ことができるが、本開示の範囲から逸脱することなく、限定するわけではないが、排他的
流体流れ及び／又は重複流体流れを含む任意の流体流れ２０１８～２０２４の順序を使用
することができる。
【００８８】
　流体流れ２０１８～２０２４の順序付けは、例えば流体２０００を導管２００２～２０
０８のうちの１つ又は２つ以上に選択的に差し向ける回転プレナム又は可動プレナムを有
するマニホルドを含む、及び／又はこのようなマニホルドに接続されたポンプ５０２によ
って取得することができる。本開示の範囲から逸脱することなく、流体２０００を導管２
００２～２００８のうちの１つ又は２つ以上に選択的に送出する他の手段も可能である。
【００８９】
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　入口ノズル４４の回転又はその他の運動を引き起こすどうかに関わらず、流体流れ２０
１８～２０２４は、順序付けを介して矢印２０２６で示すように飲料カートリッジ３２及
び／又は飲料媒体７８に導入され又は接近すると、飲料媒体７８と流体流れ２０１８～２
０２４との流体流れ、撹拌又はその他の運動を生じることができる。さらに、流体流れ２
０１８～２０２４の順序付けの制御は、プロセッサ４１２によって行うことができ、流体
流れ２０１８～２０２４の速度、順序及び圧力は、調製サイクル中に可変又は一定とする
ことができ、或いはこれらを入口ノズル４４の回転、振動及び／又はその他の運動と組み
合わせて、流体２０００と飲料媒体７８との好ましい時間、濃度及び／又はその他の混合
又は撹拌を生じることもできる。流体流れ２０１８～２０２４の順序、速度及び圧力の制
御は、飲料媒体７８の種類、飲料カートリッジ３２の有無、飲料カートリッジ３２上のカ
バー４９の有無、飲料抽出機１０への手動入力又は指定変更又はその他の要因などの他の
要因に基づくこともできる。
【００９０】
　メモリ５１４は、ファームウェア実装及び／又はソフトウェア実装の形で実装すること
ができる。ファームウェア及び／又はソフトウェア実装方法は、本明細書で説明した機能
を実行するモジュール（例えば、手順、機能など）を用いて実装することができる。本明
細書で説明した方法を実装する際には、命令を有形的に具体化する機械可読媒体を使用す
ることができる。例えば、ソフトウェアコードをメモリ（例えば、メモリ５１４）に記憶
してプロセッサユニット（例えば、プロセッサ５１２）によって実行することができる。
メモリは、プロセッサユニット内又はプロセッサユニットの外部に実装することができる
。本明細書で使用する「メモリ」という用語は、長期、短期、揮発性、不揮発性又はその
他のメモリの種類を意味し、特定の種類のメモリ又はメモリの数、或いはメモリを記憶す
る媒体の種類に限定されるものではない。
【００９１】
　ファームウェア及び／又はソフトウェアで実装する場合、コンピュータ可読媒体上の１
又は２以上の命令又はコードとして関数を記憶することができる。例としては、データ構
造を符号化されたコンピュータ可読媒体、及びコンピュータプログラムを符号化されたコ
ンピュータ可読媒体が挙げられる。コンピュータ可読媒体は、物理的コンピュータ記憶媒
体を含む。記憶媒体は、コンピュータがアクセスできる利用可能な媒体とすることができ
る。限定ではなく一例として、このようなコンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、Ｅ
ＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ又はその他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージ
又はその他の磁気記憶装置、或いは所望のプログラムコードを命令又はデータ構造の形で
記憶するために使用でき、コンピュータがアクセスできる他の媒体を含むことができ、本
明細書で使用するディスク（ｄｉｓｋ又はｄｉｓｃ）は、コンパクトディスク（ＣＤ）、
レーザディスク、光ディスク、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）、フロッピーディスク
及びブルーレイディスクを含み、この場合、ｄｉｓｋは、通常データを磁気的に再生し、
ｄｉｓｃは、レーザを用いてデータを光学的に再生する。これらの組み合わせもコンピュ
ータ可読媒体の範囲に含めるべきである。
【００９２】
　命令及び／又はデータは、コンピュータ可読媒体に記憶することに加えて、通信装置に
含まれる送信媒体上の信号として提供することもできる。例えば、通信装置は、命令及び
データを示す信号を有するトランシーバを含むことができる。命令及びデータは、特許請
求の範囲に概説する機能を１又は２以上のプロセッサに実行させるように構成される。
【００９３】
　本開示及びその利点について詳細に説明したが、本明細書では、添付の特許請求の範囲
によって定める本開示の技術から逸脱することなく、様々な変更、置換及び修正を行うこ
とができると理解されたい。例えば、抽出機に関連して「上方の（ａｂｏｖｅ）」及び「
下方の（ｂｅｌｏｗ）」などの関係語を使用している。当然ながら、抽出機を反転させた
場合には、上方が下方になり、逆もまた同様である。また、横向きに配向した場合には、
上方及び下方が抽出機の両側を意味することができる。さらに、本出願の範囲は、本明細



(25) JP 2017-529988 A 2017.10.12

10

20

30

40

50

書で説明した工程、機械、製造、物質の組成、手段、方法及びステップの特定の構成に限
定されるものではない。当業者であれば、本開示により、本明細書で説明した対応する構
成と実質的に同じ機能を実行し、又は実質的に同じ結果を達成する既存の又は後から開発
される工程、機械、製造、物質の組成、手段、方法又はステップを本開示に従って利用す
ることもできると容易に理解するであろう。従って、添付の特許請求の範囲は、このよう
な工程、機械、製造、物質の組成、手段、方法又はステップをその範囲に含むように意図
される。
【００９４】
　さらに、当業者であれば、本開示に関連して本明細書で説明した様々な例示的なロジッ
クブロック、モジュール、回路及びアルゴリズムステップは、電子ハードウェア、コンピ
ュータソフトウェア、又はこれらの組み合わせとして実装することができると認識するで
あろう。上記では、このハードウェアとソフトウェアの互換性を明確に示すために、様々
な例示的な構成要素、ブロック、モジュール、回路及びステップを、一般にその機能に関
して説明した。このような機能がハードウェアとして実装されるか、それともソフトウェ
アとして実装されるかは、システム全体に課される特定の用途及び設計制約に依存する。
当業者であれば、説明した機能を各特定の用途に見合った様々な方法で実装できると思わ
れるが、このような実装の決定を、本開示の範囲からの逸脱を引き起こすものとして解釈
すべきではない。
【００９５】
　本開示に関連して本明細書で説明した様々な例示的な論理ブロック、モジュール及び回
路は、汎用プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路
（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、又はその他のプロ
グラマブルロジックデバイス、離散ゲート又はトランジスタロジック、離散ハードウェア
コンポーネント、或いは本明細書で説明した機能を実行するように設計されたこれらのい
ずれかの組み合わせを用いて実装又は実行することができる。汎用プロセッサは、マイク
ロプロセッサとすることができるが、別の方法では、このプロセッサを任意の従来のプロ
セッサ、コントローラ、マイクロコントローラ又は状態機械とすることもできる。プロセ
ッサは、ＤＳＰとマイクロプロセッサとの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサの組み
合わせ、１又は２以上のマイクロプロセッサとＤＳＰコアとの組み合わせ、又は他のいず
れかのこのような構成などの、コンピュータ装置の組み合わせとして実装することもでき
る。
【００９６】
　本開示に関連して説明した方法又はアルゴリズムのステップは、直接ハードウェアの形
で、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールの形で、或いはこれらの組み
合わせの形で具体化することができる。ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭ、フラッシュ
メモリ、ＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブル
ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、又は当該技術で既知の他のいずれかの形態の記憶媒体内に存在
することができる。例示的な記憶媒体は、プロセッサに接続されて、プロセッサがこの記
憶媒体との間で情報を読み書きできるようにされる。代替例では、記憶媒体をプロセッサ
に一体化することもできる。プロセッサ及び記憶媒体は、ＡＳＩＣ内に存在することもで
きる。ＡＳＩＣは、ユーザ端末内に存在することができる。代替例では、プロセッサ及び
記憶媒体が、ユーザ端末内に離散的要素として存在することができる。
【００９７】
　１又は２以上の例示的な設計では、説明した機能を、ハードウェア、ソフトウェア、フ
ァームウェア、又はこれらのいずれかの組み合わせで実装することができる。ソフトウェ
アで実装する場合、これらの機能をコンピュータ可読媒体上の１又は２以上の命令又はコ
ードとして記憶し、又は送信することができる。コンピュータ可読媒体は、１つの場所か
ら別の場所へのコンピュータプログラムの転送を容易にするいずれかの媒体を含むコンピ
ュータ記憶媒体及び通信媒体の両方を含むことができる。記憶媒体は、汎用コンピュータ
又は専用コンピュータがアクセスできる任意の利用可能な媒体とすることができる。限定
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Ｍ、ＣＤ－ＲＯＭ又はその他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージ又はその
他の磁気記憶装置、或いは、命令又はデータ構造の形の特定のプログラムコード手段を搬
送又は記憶するために使用できるとともに、汎用又は専用コンピュータ、或いは汎用又は
専用プロセッサがアクセスできる他のいずれかの媒体を含むことができる。また、正確に
は任意の接続もコンピュータ可読媒体と呼ばれる。例えば、同軸ケーブル、光ファイバケ
ーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線（ＤＳＬ）、又は赤外線、無線及びマイクロ
波などの無線技術を用いてウェブサイト、サーバ又はその他の遠隔ソースからソフトウェ
アを送信する場合、これらの同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、ＤＳＬ
、又は赤外線、無線及びマイクロ波などの無線技術も媒体の定義に含まれる。本明細書で
使用するディスク（ｄｉｓｋ又はｄｉｓｃ）は、コンパクトディスク（ＣＤ）、レーザデ
ィスク、光ディスク、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）、フロッピーディスク及びブル
ーレイディスクを含み、この場合、ｄｉｓｋは、通常データを磁気的に再生し、ｄｉｓｃ
は、レーザを用いてデータを光学的に再生する。これらの組み合わせもコンピュータ可読
媒体の範囲に含めるべきである。
【００９８】
　本開示の説明は、当業者が本開示を実施又は使用できるように行ったものである。当業
者には、本開示の様々な修正が容易に明らかにあるであろうし、本明細書に定める一般的
原理は、本開示の趣旨又は範囲から逸脱することなく他の変形例に適用することもできる
。従って、本開示は、本明細書で説明した実施例及び設計に限定されるものではなく、本
明細書で説明した原理及び新規の特徴に一致する最も広い範囲を認められるべきものであ
る。
【００９９】
　例示を目的として複数の実施形態を詳細に説明したが、本開示の範囲及び趣旨から逸脱
することなく様々な修正を行うことができる。従って、本開示は、本明細書に示した実施
例によって限定されるものではなく、添付の特許請求の範囲に記載する範囲、及び添付の
特許請求の範囲の同等物の全範囲を含むものとして想定される。
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